
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

近代都市空間に関する地理学的研究

遠城, 明雄
九州大学文学研究科史学専攻

https://doi.org/10.11501/3106913

出版情報：九州大学, 1995, 博士（文学）, 課程博士
バージョン：
権利関係：



第害 4 主主ー

者区?行ZE医司における 「 31ミ[司t生 」 と そ

CT::J 君主ご � 

- 1900� 1930年代の福岡市博多部一

はじめに

本章 では 今 ま で 述 べてきた 論点 を 総括 しつつ 、 特 に 祭干し に 注目 す

ること で 都 市 居 住 者 の 「共同 性 J の 在 り 方と そ の 変化 を 論 じる。

ところで 「共同体(佐) J 1)に関しては 、 地理学、 歴史学、 人類学

民俗学などの分野で多 くの研究蓄 積 があるが、 日本では特に村落 共
同体に関する研究がその大半を占めてきたといえる。 この理由の一

端は生産基盤としての土地所有という契機を欠いた都市において

地縁 に 基 づ いた 「 共向 性 」 が 形 成さ れ る こ と が ないと 考 えら れ て き

た 点 にある 。 ま た 「近 代 化論 」 において、 村落共同 体 は 解 体 される

べき封建的遺信!として把握される場合が多かった。 しかしながら高

度経済成長以後、 公害や遇政など具体的次元の問題と祉会科学内部

の反省から問われた研究者と研究対象の位置づげといった問題.2 )が

綬雑に関連しながら、 新たな方向を模索する一端として共同体再考

が意識されるようになった3 )。 ここで生産での協働という基底的関

係からみ る と他の共同体と根本的な区別を要す る が、 都市におい て

も独特の形態で 、 多様な 「共向性」が結ばれていることが問題とさ

れている。 確かに 「 共同体」 へ の 関心 の 歴 史 佐そ れ 自 体 を批判的 に

検討すべきである '1 )が、 我々の考察はそこから始めざるをえない 口

本 章 で は この よ う な 認識 に 基 づ き 、 以 下 の 二 点 に つ いて論 じ る ;

第一に都市空間におげる人々の 「共向性」を 、 一定の範域におげる

諸集団の社会的諸関係から明らかにすることを課題とする。 この関

係域はその内部だげの暗黙の規範や規則を構成し 、 逆にそれを前提

として形成される点で 、 社会的に意味を規定された地平である 。 但

しそれはげして自己完結的ではない。 よって第二に 「共向性」が都

市の近代化の過程で現出した装置によりいかなる変容を繋ったかが

問題 とな る 。 以 上 の 二 点 を 通 じ て 個人 の 再生 産 に お げ る 装置 の 役割

およびそれからの逸脱5 )が問題点となる。

以上の課題は 、 日常生活の領域や生活世界の研究に繁がるが、 こ

こで経験的研究の議論のみならず、 それを規定する 「問題設定J白
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第l節 研究対象地域の概観

家 Z T ; ? f f ι ? 政 期を通じて 商工業中心の 町人街として 武
異 なった雰囲気を醸 し出してきた。 1889(明治22)年に周辺部を合併して.福岡市が誕生し芥が 戸岡部と博多部の問は往来が少なく、 言 葉使いも違っていたどい、わ:しる。福岡市は明治後期から、熊本市や長崎市とともに九州地方の政治経済・軍事の中心部市として大きく禿展し、19 2 0 (大正9 )年の人
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ロは95381人で長崎市、 八幡市に次ぐ位置にあった 。 但し同年の出生 地に 占め る 自 で 率 が福岡 市 49 . 0%、 八 幡市18 .4 %であ ることからも推察されるよつに、 八幡市などが製鉄所を中心にして急速に工業化 し 人 口 を 増 加 させたの に 対 して 、 水 や 用 地 に 恵 ま れない 福岡 市 は工業化が思うように進展しなかった 。 住吉の鍾淵紡績工場や吉塚の専売局以外には大工場が立地せず労働者数(第4 - 1表)も心沿い 『うした理由から福岡市は経済 行政の中枢管理機能を 卓越三v d て
」

いった1 4 )。 熊本と長崎との誘致合戦とな った1903 (明治36)年の京都帝国 大 学福岡医科 大 学の設置や1 9 1 0 (明治43)年の第13回九州沖縄八県連合共進会の開催(開催期間60目 、 入場者数917，253人)、 築港事業の完成などが、 福岡市の九州内での地位向上とともに市内部の都市 空 間の 拡 大 と 変 容 に 大 き な 役 割 を 果 た し たとい え る とくに 共 進会 博 覧 会の 影 響 は 大 き く 1 5 )， 1 9 2 7 (昭和2)年には 東 主 勧業博覧会( 6 0日 、 1，603，472人)、 193 6 (昭和11)年には博多築港博覧会(5 0目 、l，608， O19人)などが開催されてい る 。 また工業化の沈滞と関連して、? 主 計 江 町 運 動 は中 小 工 場 が 多 ぐ 立 地して い た 周 辺部 で 多

以 下 では、 大正 期 を中心に 博 多 部 の 都 市 構 造 を 宅 地 地位 評 価 等 級(以下、等級と略) 1 7 )と商工業活動の分布から明らかにする 。
まず19 1 6 (大正5)年の等級をみると、 東中消!の中島町から東ヘ藩政期からの中心である掛町や麹屋町、 綱場町を核とした録町筋の地区 と上西 町 と 了 空 町 や 土 居 町 な どの 電 車 通 が 高 く 、 博 多 駅 周 辺や 博多駅と電車道τhぶ停車場通がこれに次いでいる(第4-3図)。 東部や横町筋は評価が低く、以前の主要道路であった西門極通も電車通の 建 設 に よ り 地位 が 低 下した 。 電 車 通 は八 県 聯 合 主 進 会 開 催 と 時 気軌 道設 立 を契機として建設を余 儀 なくされた幹線 量路であるが「 レれ以 外 の工 事 は 遅 々 として進 展 せず 、 また 降雨 に よ っ て すぐに 「 泥沼化」する道路事中1 8 )は192 1 ( 大正 10)年以 降 、 工費 の5 訓 を 地 元 の町が 負 担 すると い っ 形 で中心部 か ら 徐 々 に 舗 装 されてい る o 路 面 電車は福浮桃介ら の 県外資 本に よる福博電気 軌道 株式ヂ紅が19 1 0 (明 一治4?〉年に、渡辺輿八郎らの地元有力者による博多電気軌道 採式会社か19 1 1 (同44) 年 に営業 を 開始 してい る 1 9 ) 0 1 9 2 1 年 の 等 級 も ほ ぼ同 ー の パ タ ー ン を 示 し て い る が 博 多 駅 周 辺など 南 東 地 区 が上 昇 してい る 。 以 上の中心地区 は 掛町筋が地元の小売、 卸売の集積した商業地区である 一 方、 電車通 ・ 停車場通が地元有力商店のほか金融機関や商妊の支店を中心にした金需街 2 0)を形成しており 、 内 部で機能分化がみられる 。 電 車 通は19 1 0年の建該当初 は 、 商家が 店を関 ぐ ことが
一

「滑稽視される」 ほどであったが、 その後約10年間で路面電車の敷設、 保険会社や銀行など金除機関の集中、 デパ ー トの建設、 明
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第4 - 1表 主な労働者の数(19 1 4)

1設 業 l人数

忽草局女工I 616 

訪績IPJ工 I 6 1 9 

人力車章夫I 551 

3失工聡エ I 393 

博多機工 I 347 

仲仕 I 258 

印刷協;工 I 171 

瓦新会妊工I 128 

裂紙職工 I 7 1 

荷揚人夫 I 59 

電 燈 会 社 工 I ô7 

鉄工人夫 I 66 

i苛車段 I 60 

荷物返送人i 43 

�1氷械工 I 32 

バケツ職工I 1 7 

撚糸職工 I 1 7 

資料: Ij'九州、!日報)J 1 9 l6年5月16日。
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治屋や丸善といった地元外企業の進出など福岡市の「洋館街J .2 1 ) 

あるいは「銀行街J 22}として近代化を象徴する通りになる。

1 925 (大正14 )年に福岡で最初のデパートとして玉屋呉服店が東中

測に開店した23 )のを皮切りにして岩田屋や松屋といった博多の商

家が中湖、 天神に大規模店舗を立地させたが、 こうした大規模店舗

の出現によって博多部の老舗が閉店に追い込まれるなど従来までの

博多部中心の商業活動に影響が生じている。 また博多部でも地元の

有力者が資金を出しあって中間新道やイ中新道24)など新しい「ハイ

カラ」 な街区を建設したり、 道路を舗装する際も他の地区と異なっ

て、 割高だが「足触りの良い」木煉瓦舗装を導入して集客につとめ

るなど、 地区内部も関禿された。

以上のような相互に異質な空間の形成 ・ 明示化は、 利用者にその

場でしか発動されない意味を想起させることを可能にしたと考えら

れる。 つまり同じ値段の同じ品質の商品であったとしても 、 「どこ」

で買うという空間的な差異が商品選択の重要な要素として考えられ

るようになっていく 。

博多部に対して、 天神など福阿部には県庁や市役所などの行政機

関や兵営 ・ 監獄などが設置されたが、 地位評価等級は概して低く

天神が1等になったのは久留米との問を結んだ九州鉄道(現 西日本

鉄道〉が開通した19 24 (大正13 )年が最初であり、 交通体系の整備が

土地の等級に大きな影響を及ぼしたことがわかる2 5 }。

なお平尾 、 野間26}、 高宮.2 7 }など近郊農村地帯にサラリー マン向

げの住宅が形成され、 実質的には福岡市で最初の都市計画ともいえ

る西南部土地区画整理事業の開始(大正12年6月起工/昭和2年4月完

成、 総面積約397Ha)�8)によって鳥飼から西新町にかげでの地区の

開発が進展するのもこの時期であり 、 福岡市の郊外地域での開発に

よって新しい「生活様式」が現出しはじめている29)。

次に博多部の商工業分布を規模別 ・ 業種別分布(第十4図)から明

らかにする3 0 }。 博多部の営業主体- の総数は1257で、 うち営業税1 00 

円 以下が全体の74. 1 %、 2 0 '"'- 3 0 円 が2 5 .8%で零細な経営が多かった

と推測される。 また営業種別では食料品 、 米雑穀、 魚類、 織物関係

などが多かった 。

規模 別分 布は 、 博多全体 を1 0 0 0として各町の営業税窓(を千分比で

表わすが、 下鰯町、 上西町 、 下訓崎町、 下新川端町 、 下対馬小路が

上位を占めていた3 1 )。 下鰯町には博多様式取引所が立地していた

が、 19 3 3 (昭和8)年に天神に移転した 。 このほか海岸部の諸町と博

多駅周辺に集積がみられる 。 商工業活動は掛町筋と電車道の主要道

路を最大としてその外側に低い地区があり、 さらに外側に活動の高

い地区があるという不連続な形を呈している。

業 種 別分 布 3 .2 )をみると掛町や上西町、 下西町 、 土居町などが織
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物(呉服)、 洋品 、 家具の業種、 海岸部が運送(主に回漕)や燃料業、
厨子町、 御供所町など東部や南部の地区が鉄工関係、 補多駅前が旅
館業にそれぞ時化している 。 また大浜町には木材問屋や料理屋、
ア対馬小路に魚問屋などが多く立地しており 、 地区ごとに明努では

ないが業種別の立地分化がみられる 。
最後に職人 ・ 「職工」 などの分布を示しておく(第4 - 5図) 33) 0明

ーな地区分化はみられないが、電車道や停車場通に固まれた一帯は
l ?

と
戸」と呼ばれ、「裏長屋」もあり職人や「職工」が集住して

に J ' o これ戸上土居町に磯野鋳造所と深見商店という博多の代
表的な鉄工所かあったほか隣接するいくつかの町にも鉄工所が多か
ったことにぞる 。 このほか東部の諸町にかげでも各種職人や大工
木t免や左官か多く、 またイ中仕 、 車力 ・ 車夫など運搬業γ従事する人
々は博多駅前周辺と海岸部の諸町3

5 )に集中していた 。 』
以 上の 如 f 博 多部は明 瞭 ではないが商 工 業活 動 に関 連 して 地 区分

化している」とが明らかになった 。 大別すれば、 掛町筋を挟んで色
問屋や木材問屋が多く立地する浜側と商家や紙人が中心である岡 両
で 生活 習慣 や 気質 に大きな 差異 が あ っ たとい わ れ て いる3 6 ) よ っ

てこつした地区の分化が日常生活にどのような彫 響 を及ぼしUていた
のかが問題となる 。

第2節 目 常的な 社会 関 係、 の 展開

本節では、日常生活でのな会的つながりや組織活畷j応、町内 関 係、
財産区、同業集団、消費 の四つの側面から記述するO」

( 1 ) 町内関係、

まず町の規模をみると 、 1 9 2 9 (昭和4 )年の時点で1 2世帯の上西町
から1 9 0世帯の大浜町4丁目まで様々であり 、 特に電車通の地区は世
帯数が少ない37)。町総代の総数は1 4 0名ほどで 、 公称以外の町があ

った り、町内部 が 幾 つか に 区 分 さ れ て いる場 合 があ り 特に海岸部
や博多駅周起の町に多かった。これらの地区は狭く密会しており、
人口変動も他の町に比較して大きかったと考えられる《

町は規模の面で相違があったにもかかわらず、日常手活の基盤と
して機能していた。例えば、国Jで必要とされる諸費用は、各家の名
前と収める金額が書かれた板をもった町総代や会計係が毎日徴収し
た日 切 り銭 に よ っ て 賄わ れ、 山笠 の 資金 や 町 内の 困局者 の 救済 とし

142 



o I CO 2'20 J�C .:∞m 

• ...._ J 0 (人)

第4-5図 職人・ 「職工Jの分布

)
 

叶ノ】門叶J，，z、'a『JIλ
 

-rey
 

JrL
 
.，e，

 
l

 
l

 
l

 
dh

 

F
t

 

、・0，t，.
 

4
f

 

-
f

 

、J
l

 

143 



ても利用された。 この金額は町の集まりで決められたが、 この取り

決めによって町内の階層住が日々確認されると同時に、 豊かな家に

対しては多く出費することが当然であるという期待が形成されると

考えられる。 山笠などの資金を得るために 、 町内の空家を有力者で

管理し貸家とすることもあったという。 冠婚葬祭の諸行事でも居住

者同士は協力関係にあり、 手伝いが足りている場合でも、 町内の手

伝いを受げることが慣習となっていた町もある 。 また 「道路に番子

を出して、 近所のおばさん逮と世間話をするのがほとんど唯一の楽

しみだった」といわれるように特に女性にとって町内関係はより密

接であり、 逆にそこに閉ざされてもいた。 このほか町ごとの地祭38)

も多く、 例えば会員数約2000人ともいわれていた博多の老人会 ・ 高

砂遣のお施餓鬼(霊福寺境内)や大浜町の「流濯頂」などが代表的で

あった。 宮崎宮(箱崎)の祭である9月の放生会では、 町ごと 、 店ご

とに長持の行列を組んで箱崎浜に幕を張り宴会を催すなど、 町を単

位とした結合は強かったといえる。 またこの時に箱崎の数町が接待

することもあったという。 町は山笠の場合に行政と対立する側面を

持っていたが、 町総代や衛生組合長などが両者を緊ぐものとして制

定され、 納税組合39)を兼ねるなど、 町内の結びつきは行政支配の

末端にも組込まれている。 特に各町を単位として組織化された 「衛

生組合」 は大きな意味をもっていたと考えられる。 例えば191 1 (明

治44)年の秋の陸軍特別大演習を前にして行われたその活動をみる

と 、 (1 )飲料水調査(弁戸水の水質検査〉、 (2)清潔方法の確認と徹底、

( 3 )伝染病管理(伝染病患者で自宅治療をしている者の巡視など)、

( 4 )軍隊宿泊地の衛生点検、 など多岐にわたっており、 市当局や警

察との関係のなかで衛生組合による日常的な監視が行われるような

っている。 40)このような点で町の佐賀は両義的なものであったと

いえる。

また明治後半から小学校の 「運動会」が、 家庭や町内に 「行楽」

として受容されたことも見逃せない。

「以前は左様でもなかった相だが、 特に此四五年1ft方は 、 家庭の

人達が学校の運動会を非常に楽しむ様になって来て 、 其人出の数な

ども 、 年々歳々増加の傾向が見えるとのことであり」、 19 0 9 (明治

4 2 )年に東公園で開催された中市小路 ・ 奈良屋尋常小学校合同運動

会では、 児童をもたない家庭を含めて町内の人々が運動会に合わせ

て仕事を休み、 箱崎浜の松林ヘ繰り出して親睦会をおこなったりし

ている 4 1 )。 また競技の余興として父兄の遊戯にも 「愉快に参加」

しており、 箱崎浜という博多の行楽地とも結びついて運動会は〈祭

り)的傾向4 � )を帯びはじめた。 こうした傾向が軍隊との類似で身

保の規律化を図ろうとする明治国家の意図に反するものであったこ

とは確かであるが、 「運動会」 は 、 小学校と家庭/町内のつながり
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を上からの強制ではなぐ 、 より「自然な」形で形成するのに一定の

役 割 を 果た したと も い える のではな かろ う か 。
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財産区 -43)

財産区は藷政期から大正末まで存在した備荒貯蓄組織で あ る 。 文

政1 3年に相部重右衛門ほか七名が備荒蓄米として米3050俵を町役所

に 差 し 出 してい る よう に米 中心 で あ ったが、 の ち に金銭 に 代えられ

た 。 廃藩後は戸長が、 市制施行後は市参事会が管理するようになり

選挙で選 出 さ れ た区会議員(1 I 2 I 3級)によって運営された 。 運営は

寄付 と そ の 利子 に よっ た が、 寄 付 者には当 時 の 博多 の 有力者層 が 多

くみられ(第十2表〉、 1 905 (明 治38 )年には 貯蓄金が4万円 に 達 して い

る 。 当初は飢鐙や災害時以外には利用が禁止されていたが、 1 906 (明

治39)年に遠藤甚蔵(賀商 ・ 下竪町)によって規則が改正され 、 窮民

救済にも利用が可能とな った "\ "\ 
) 。 こ の後 、 米 価高騰 に よ って 日常

生活の困�化が生じた際に財産区は積極的に救済にのりだしている。

第2章でみたように特に1 9 1 2 (明治45)年45)や1 9 1 7年の米価高践と

「 米騒動 」 の 際、 には、 こ の 資金を利 用 して外 米 が 安売り さ れ る など

福岡市の秩序安定に大きな役割を果たした 。

しかしながらその後、 四代太田清蔵が1 920 (大正9 )年7月に設立し

た太田家報徳会ないし公益質屋、 労働紹介所や公設市場(天神 ・ 因

幡町)など市の社会事業の進展によって、 財産区は次第にその利用

価値を喪失し 、 術田神社内に締回会館を建設したほか残金を小学校

に寄 付 するなど して、 1 9 2 û (大 正 1 5)年に 解散 してい る 。 財産区の解

( 2 ) 
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第4 - 2表 財産区寄付者の事例(1903-1905年)

町 名 人 物 寄付金額 備考(主な役職)

《福神涜》

上魚、町 F. W. (古物) 10( 510) 

古小路 H.E.(金物〉 50(2400) 商工会議所諮員

同 �.R. 15 

《怠比須流》

宮内町 H.Z.(醤油) 50(1900) 市会議員

同 Y . G. (乾物) 30(1100) 商工会議所謡員

《大黒涜》

掛町 A.K.(忽草) 40( 710) 

同 1 . K. U�) 15( 540) 

中対馬小路 1 . S. (誇負〉 50(2100) 

同 F. S. (砂穏) 15(1300) 

下対馬小路 W. 1 . (古物) 35(2100) 貨族院議員互選資信者

麹屋町 K. H. (文異) 70( 500) 市会語員

同 N. K. (呉Èoc ) 40(4500) 商工会議所議員

下新川端町 Y. 1. 0:氏) 15(1100) 

同 F. K. (呉服) 20(1700) 

《東町涜》

下京町 S. K. (穀物) 40( 520) 商工会話所議員

上浜口町 Y . G . (定草) 50(1100) 

《呉服町涜》

上市小路 1 . U. U� ) 50( 640) 

同 1. T . (定草) 50( 420) 市認会議長(H43)

同 s . Z. (陶器) 20( 950) 

中市小路 K. T . (魚問屋) 20( 950) 

同 K.1. 20( 300) 

萱堂町 A.T.(料理屋) 15(4400) 

《西町涜》

上西町 W.T.(設業) 35(2900) 商工会議所諒員

同 W.R.(伝) 15( 970) 
-

話本町 o . K. (舌泊) JO(1700) 市議会議長( S4)
古 涜 町 N. 1 . (魚、仲買) 20( 600) 

《土居町涜》

上新川端町 H. J . (質商) 50( 880) 

浜小路 H. Z. (荒物) 15( 300) 

《向日n>

瓦町 S . T . (沼造) JO( 450) 芋i誤読議員互還手{沿言・

《浜流》

大浜2了呂 '{ . Y . (設業) JO( 670) 巾 三L・ 下与村3 必・ぶh 云品ヂ有 開国

注:括弧内はt福岡県一宮室長一覧表j (1899)の金額。 役胞の数字は若年。

資料: r博多財産区備荒計言;f(金寄付人名設，] �博多商工会詔fす「五十字史.) (1940) 
f 選挙権者名簿.1 (明治J 5年1 1月) (渡辺文芸:福岡市立図書銭所蕗) r京謀説多額

納税者議員互選資信者見込表j (I925)� 
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散は1906年の規則改正 によって居住者の 「共同利害」を目的として

いた特徴が希薄化したこと、 また本来的に 「備荒貯蓄」 や救済とい

う消極的な次元に留まるため、 生産活動への援助など時代の新たな

要請に応えられる組織ではなかったことなど 、 二重の意味で制度の

物質的基盤からの遊離がその原因になったと考えられる 。

なお明治以後の新たな埋立によって誕生した築港地区などは 、 救

済範囲には含まれていたが、 財産の所有 権 を認められていなかった口

財産区の構成では古くからの町と新しい町の区別が制度上残ってい
w

たわげで 、 従釆の制度と都市空間の抵大による新たな範域の間に相

違が生じている 。 但し1925 (大正14)年の櫛田神柱遷座神幸に際して、

新たに氏子となった築港流は従来の道j頓では神輿が流内を通過しな

いことを遺憾として道j頓の延長を氏子総代に要請して認められた 。

このことは築港地区が氏子組織では 「博多」 として認知されている

こ とを 表 わし ており 、 組 織 と そ の 構 成 規 則 に よ って認知の度合に相

違 が 認 め ら れ る 令6 )。

( 3 ) 同 業 集 団 の活 動

1 9 23 (大正12 )年 に 福岡 市には81の同業組合があった 。 価裕統 一 手

実施するなど商業活動の中心となっていた明治期からの中小商人ム

詰組合に加えて 、 職人や路面電車開通により打撃を受げた車夫を集

合した太田太兵衛(中石堂町 ・ 市会議員)を取締とする人力車組合な

ど従来まで組磁化されておらず低賃金で不安定な位置にあった人々

の組合も結成された 。 こうした組織化は 「統制」 という意味も強い

が、 一定の賃金の確立には有効であった 。

ここで特に問題としたいのは常に集合する 「場」 を持っていた集

団 と そ れ以 外 とでは集 団 の 結 合 の 強 さに 遠 いがある ことである 。 例

えば 、 魚市場や木材市場47)などは市が開催されない日でも 、 関係

者 が 終日 集ま っ て談 笑 したり 情報 交 換 を する 場所 と な って お り 、 こ

の二集団は特に親方集団間でも雇用者間も結束が強かったと考えら

れる 。 同時にこの二つの集団は相互の対立関係も強かった 。 これに

対して例えば、 人形的などの職人は数人の弟子とともに終日 、 仕事

場つまり自宅に箆って仕事をしていたわげで師匠と弟子というタテ

の関係が強く 、 また生産面での女性の役割も大きかったいえる 。

( 4 ) 消費の側面

まず衛生問題に直結する飲料水についてみてみる 。 福岡市では18
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90、 19 02、 07、 22年にコレラの流行もあり、 上水道の設置が明治以

降の大正期市政の最重要課題として位置付げられたが、 政友派と非

政友派の対立抗争の道具とされたため完全通水したのは1923年(大

正12) 3月であった。 この過程で1 9 1 6 (大正5 )年4月には非政友系の吉

安源太郎(東中州 ・ 中島町) '" 8 )ら20名の実行委員が市制刷新会を結

成し、 市政の停滞に対する市民の不満を吸収して積極的な市政刷新

運動を展開し同年6月の騒療事件にまで禿展することになった。

上水道設置以前は自宅ないし共同の弁戸水が利用されていたが、

博多部は水が悪く19 1 1年(明治44 )の調査では井戸水の7 8 %が不適で

あり、 とくに博多浜部はコレラの被害を多く受げていた。 このため

水問題への対策として上水道通水以前は 「松原水J と呼ばれる市設

弁の水が販売された '19)。 市から鑑札を受げた業者〈明治4 3年に28名)

が市内の3 ------ 4町の区 域 を 得意 先として受げ 持ち 、 ま た 井 戸からの 距

離 によって代 金が 異な るため、 鑑 札の 値 段もそ れ に 応じ て 違 ってお

り、 明治末で高価な鑑札は100円程であった。 また中測など飲食店

が多い地区の鑑札は特に値段が高くなっている。 水の代金は19 2 0年

(大正9 )頃でi石50銭で 、 1 9 16， 7年(大正5 ，めから水売りは50名程に

増加し、 需要戸数も約6000戸に達している。 自ら井戸まで汲みに行

ぐ 人 は無料で あ り 商家な どで は水を 汲 みに行く のが 日課 であったと

いう。 なお1920年には弁戸水の値段の高騰と供給不足から博多浜部

3 0数 ケ 町の町 総 代を中 心とした 「共同給水 組 合 」 が 結成され 、 簡易

水道方式による給水が始められている50)。 また 「裏長屋」 の居住

者の場合、 数軒で一つの弁戸を共有しており 、 水道設置後も共通栓

を 利用 してい る場 合 が 多 い 。 但 し利 用を促進す るた め共通 栓 の 基準

が 緩和 され た こ と か らも推測 さ れ るように 、 上水道は 全 ての人 々 に

一度に広まったわけではないが、 水利用をめぐって存在した階層差

を なく し 平準化 を促進す ることにな ったと 考 え られ る 。

次に日常生活品の購入をみると、 野菜、 鮮魚、 などは周辺の農村

漁村(例えば志賀島)や小商人による直売に依存しており、 特に早朝

に売りに来る箱崎の 「おきゅうと」 は名物になっている 。

ま た明治後 期 の野 菜 供 給 に つ いて み ると、 西門橋 の 東側 に 新 ! 日二

つの市場がありそこから福岡 ・ 博多ヘ供給されていた 。 このうち旧

市場には箱崎 、 馬出 、 豊富 、 金平の農家が、 また新市場には堅粕 、

吉塚、 松園 、 比恵、 西門 、 辻堂の農家が野菜を供給しており 、 とく

に読菜地帯5 1 )であった千代や箱崎では値段の高い高等野菜が生産

されていた 。 蝕売のうち荷車を利用する者が約7，80名 、 荷伏を;Eぐ

者が150名程度いたといわれ 、 この行商人たちは同業組合の規約が

あっ た わげ で はな いが 、 同じ町内をま わっていたとし ても各 々 の 得

意先がだいたい決まっており 、 料理屋や役人 ・ 会社員に対しては代

金を通帳 によって 月払 いにしていた 場 合 も あったという52 \
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また衣料品については普段の買物のほかに毎年11月末にお と たわ

れた 「誓 文 晴(払) Jという大売り出し� 3 )の時に購入すること〉tg
u

かったという。 明治中期に始められたといわれる 誓 文 晴 (払)は i l

取期限の過ぎた品物を安ぐ売りに出すこともあって 、 博多部の みた

らず福岡部や周辺旭区から多くの人々が 集 まり、 祭のような君 同 二
で あったというが、 どの 店 舗 を利 用 す るかには 階 層 に よ っそ 布 五 ぷ

あった。 また家具なども直援購入するのではなく近隣に住む大工に

注文することもあったという。

このように 生 活用 品 の 購 入方 法 に は 一 定の 階 層 差 が 存 在 していた凸

つまり商家や一定レベル以上の俸給者は 、 注文制や御用聞きによλ

。

掛売 ・ 掛買という慣習に依存していたのに対して 、 それ以外の人;

空土に行商人との現金での取引によって生活物資を獲得しており

異なった 日 常 的 ネット ワー ク を 取 り結 ぶ こ とに よ って 生 活がおこ な

わ れていたことがわ か る。

最後に主に男{生によって利用された飲食施設について触れておく。

代 表的 な 場 所 としては、 カフェ 一 、 西洋 料 理 屋、 料 理 屋 などが挙 げ

られる54 )。 初期のカフェ ーは新しい文化のひとつの象徴として大

与 末から 東 中 湖周 辺に急増し 、 「インテリ層」を中心に利用され久

俊 にその性格は変化するが、 一時期は料理屋などに対して大きな打
M

� を与えた。 また高級料理屋は 、 当時特に羽振りが良かった材木問

屋や魚、問屋のE那衆によって 競 って利用されており 、 仕 事場での結

びつきがそのまま反映されている。 こうした高級料理屋や初期の 五
フェ ーは 、 単なる好みの問題ではなくステイタスを示す場として考

えられていた。 それぞれの場所は利用者の属する社会階層を表わし、

他 か ら区別 して 自 らを 呈 示し 、 逆 に 他 か ら 区別 さ れ る 「 差 異 化 ! の

場 を 構 成 して お り 、 公 設 市 場 の 設資 によ る 日 用 品 の 購 入 な と に ム ら

れる動きとは異なっている。

個人は様々な場の慣習に条件づげられている。 町は日常生活の基

子単位として位置づげられ 、 居住者も親密な関係を形成していたが

階層間で結びつきに差異もみられる 。 日常での対立を 、 表面的に解

消して町の一体感を生みだすのが祭の場となる。 同業集団は特に明

性にと って重要な集団であったが、 その結合の仕方は 、 同業集団ふ

構成員が一定の範域に集住している場合と同業集団の結節となる

J場」が存在する場合、空間的な基盤が脆弱で結合が強固でない場
合の 三 つに大別できる。 特に博多部は地区分化よりもむし ろ柴田間

の 祉会的距縫として差 異が生じている。 これは町と同業集団の活動

の ほ か 消費活 動 でも 顕著 に表 われ て い る が 、 消 費 活 動 は そ れ 自 体 で
よ 述 した 分 化の 特 徴 とは 異 な る 差 異 を 導 入する。 つ ま り従 来 の注 文

な ど 対 面的 な 関 係 に 基 づ いてい た 商 売が 、 次第 に 希 薄 化 し 一 面 で の

同質化と階層化へと進展する点であるが、 こうした現象が顕著にな
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第3節 祭礼をめぐる諸関係

博多祇園山笠は現在、 7月1，.....， 15日まで約2週間にわたってお?か
われる九州を代表する祭である 。 正月の顔合せから始まり、 日1日

の当番町全体の総会、 注連縄による結界の設定、 それぞれの小限入
りが行なわれて、 7月i日の当番町のお汐弁取りから流れ昇、 朝山、
追山ならし、 そしてクライマックスである15日未明の追山まで博多

の町はまさに山笠一色に染るといってよい 。 この間当番町を中心にし 7 何度も寄合いがもたれ 徹 底的な議論がなされる 。 追山は、 六 本
の ; 山」を街田神社から現在の須崎町まで約5 km穿いてその時間を
競つという淑しいもので、 死者も出たほどである o そして追山当日
?は周辺からも多くの人々が山昇と見物のために博多部に集まった。

なお山笠に福岡部は無関係であり、 1 9 3 5 (昭和10)年に博覧会に協力
するため綱場町 り 山笠が市役所に昇き入れられるまで55)は 、 福岡

部に山笠が入ったことはなかった 。
山笠の運営は 「流」によって行われるが、 この流とは十数ケ町の

集合体であり、 恵比須(石堂〉、 東町 、 呉服町 、 西町 、 土居町 、 大黒
(戸崎) 56 )、 福神(魚〉の七つの流(第十2図〉があった 。 それぞれが
「山」を建設するが、 毎年交替で六本の山が建設され 残りの流は

追山終了後に奉納される能の当番になることが決めら ん でいた n と
れらの町以外に岡、 街回(厨子 ・ 十 四町)、 浜、 築港の各流57)と

。

い
」

くつかの町があるが、 この町は山笠には無関係とされ これは春の
祭礼である 「松ばやしJ 58)でも同様であった 。 よって

、

博多に居住
ケ 、 氏子でありながら自分の「山」を持てず他の流に加勢するしか

ない町が存在することになる 。
流の中ではひとつの町が一年ずつ交替で当番町とな ってその年の

行事一切を取り仕切り 、 費 用などは数年前から準備をおこな行 妨
に数 了年に一度めぐって来る一番山笠の当番は得多全体のMb ら よ
心になるので、 とりわげ名誉な役割とされていた n

なお明治から大正にかげて 「 山」 の形態が大き 〈 変化している 。
電燈の普及に伴い電線との関係で山笠の高さは次第に低くな ったた

め 、 町で寄付金を募り電往を高くするなどの努力がなされたが 19 
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1 0 (明治f 3)年に飾り山と高さの低い界き山の分離という形態に変化してい 匂 。

以下では山笠組織を町内関係(世帯間)、 流内関係(町間)、 博多内関係(波間人 加勢関係の四つの次元の相互関係に区分し、 各々の関係間の体系として論じる59 )。

(a) 町内関係(世帯間関係)

町内組織は基本的には「年齢階梯制」 によって、 次の四つの 「組」から構成されていた 。

子供組(小学校入学から15歳程度)
. 若者組(15--25歳ぐらいの独身者)
. 中年組(25歳以上の萎手存者)
・ 年寄組(5 0歳以上)

若者組と中年組に加入する場合には普通、 酒一升をおさめていた05 ?うち若者組は買物、 料埋の煮炊から山の建設なとの諸準備忘お」ない 、 山昇でも中心的な役割を果たした 。 こ れは当時女性がよ日への立入り T 厳禁されていたことにもよる 。 若者組の上下関 係は厳しく、 加入後1--2年は 「七輪たたき」 と呼ばれる炊事をやらされ 、直会の座敷に上ることができなかった町もあった。 また名誉とされている追山での櫛田入りの台上がりをつとめるのは当番町の若者頭と決められていた o 山笠の中核となる若者組への加入時期は 、 当番町になった場 ? には早く加入するなど親が子のために様々な条件を考慮した 子 い つ 。 この年齢階梯制では、 組入りが地元の家の子弟しか認められていない町があることや中年組や年寄組への加入は子供組、 若者組を経ないと認められないこと 、 地元以外の人は特に参加を強制されない町もあったこと(但し 、 お金は負担)など地元と新しご 町に?ってきた人々の間に参加に関して相違があり 、 「排他的J連営にぼっている。
組内部の上下関係をみると 、 原則として加入した年齢が重視され、一日でも早く加入したものがその組で上位を占めた 。 さらに山笠での働き手合や出場日数なとが考慮されて組内部での上下関係が決定されるか、 あ ? 役割をめぐって個人間での厳しい競争が生じる場合もあった。 ご つ円た「実力主義」 によって規則や制度への自己抑制・ 服 従が生 じ るか、 それは博多の人間として認められる自立の過程

であり「 美 学 」 でもある 。 lÚ笠では日常生活で の地位や血縁関係 と
は無関係にこの原則によって上下関係が決定され、 祭の期間中たげ
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次 ど 山 室 ぞ 費用面であるが、 主に前述した日切り銭を当番となる数年月日から虫丁畜することによって賄っていた 。 その金額は各戸まちまちで町の集 ぞ によっ て 決定されており日常の上下関係が表われるが、 祭での関同への影 響 は少なかったと考え ら れる o また 不足分は別途に寄付を募ったほか、 役員が埋め合せる場合もあった o 費用の負担は1 9 3 7 (昭和1 2 )年に市の助成金が出るまではかなりの額に達しており 、 1 920 (大正9 )年頃には当番町の費用は 5000円ほどといわれていた 。 ミ た不況の時期ではあるが1 928 (昭和3 )年には次のような新聞記事もみられる 。
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( b ) 流 内 関係 ( 町間関 係 )

流内部はそ?年の当番町を中心にして運営がおこなわれた62)費用は当番町かその大部分を負担するが、 それ以外の各町もいく

。

らかは持参するしきたりになっていた63 )。 特に男性が少なかった町は入手が出せない代りに金銭を出すことが普通であっ存といλ 土たある時期から必ず戸主が出るとか、 参加できない 場合は人4 E :て出させるといった制約を課す町や流もあった 。 山 笠に特に熱心一町もあれば、 費用や人手なとの理由から必ずしも積極的でない五 ;あり 、 当番町の引き受げを渋る場合もあったという。 1 9 1 0 (明治43)
年に山笠の廃止問題が議論になった際に、 渡辺綱三郎はこうした流
内関係を次のように述べている 。
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このように流内部は必ずしも親和的であったとはいえない ー だが
それぞれ独自の運営方法やしきたりが守られており、 「ほから流の
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ことは知らない o J と言われるように流の独自性が強く意識されている 。

しかしながらそり意識が流内部で完結していたわげではない 。 例えば、 当番町が建設した「山」が他の流の「山J に比べて見劣り;
したため当番町に作り直させたことや必ずしも当番町に積極的に協力したわげではないこと、 山を昇くのを中止して据山の建設だげにするという博多全体の決定に当番町が同意したにもかかわらず、 大
黒�O)甲子会(町総代会)が山昇 を博多全体に主張しておとむ 「か?

と いJなどから、 流内関係は常に 融 和的であるわげではなぐ 相互主」

視的佐賀が強ぐ 、 また他の流との協力 、 対立 ・ 競争関係によって規
定される面も強かった 。

但し福神流をめぐって発生した紛争で、 他の流との関係が修復されたのちも こ 流内の古小路と中小路だげが流の決定を承服せず和解しなかった」とや大黒流全体の決定に同意しなかったため流から除名された上館町 、 また山昇実施の是非と山の飾付をめぐって生じたき 番町と 西流全体との対立66)などの事例からも推察されるように、l町J は流内である自律性を有していたという側面も見過ごせない。そしてこ う した紛争によって自分の流で「山」が建設できなくなると 、 別の流に加勢として参加しており 、 自分の「山」 に対する執f f 持ちながらも山笠に対する態度には一種の柔軟Mあるといえ

最後に祭の運営に深く関係する氏子総代の選出について触れてお
くれ)。 氏子総代 三各流から二、 三名選出されており 、 選挙は各町
ご?に候補者を推薦して流内で投票がおこなわれた 。 但し選挙がお

」なわれない場合は、 承認の形式をとることが多かった 。 選出者を
み3と(第4-3表〉、 町の有力者が大部分を占めていることがわかる 。

名誉職的色彩も強いが、 役員と同様にこうした役般に付くことは権
威の獲得 ・ 呈示に紫がっていると考えられる 。

(c) 博多内関係(流間関係〉

流間関係を検討する場合に 、 「山」を建設できる七流の 間の関係
と 、 流と流に加 勢する残りの諸町の関係に区別することが必要で よ
匂 。
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第4 - 3表 選挙された氏子総代の例(大正11年2月5日)

流と町名/氏子総代名 誠実 営業税 備考

《恵比須涜》

E.l.(下竪町) 賀屋 3万 財産区会議員

O.X.(中石堂町) 漆器 79 

S. l. (中間町) 小間物 192(30万) 財 産 区会 認 員

《呉沼町流》

U. S. (下呉服町) 砂穏 5万 財産区会議員

H. S. (下小山町) 新古洋服 236(1万)

《土居町涜》

F. H. (上土居町) 鍔這 1153(3万) 市会議員

N. K. (片土居町) 博多議 24 (1万)

《大黒流》

Y.J.(下対馬小路) 金初高 市会 議 員
大正14年1月3日死亡

→T. S. (上錯町) 富市屋 市会議員 ・ 可総代

ν. 1 . (中対馬IJ' �) J哲V、、 ffi ニ主ニ 160(25万)

F. K. (下新Jrf端可) 糸 . ðf 207(20万)

《福持涜》

N. J. (上店屋町) 粉三E 59(2万)

N.T.(古小路) 51月�C ゴ勺・:.. �� 76(3万) 市会議員

《京町流》

N.K.(上東町) 材木高
S. S. (下京町) 百四 213(5万)

《否町流》

O.G.(淀本町) ，;ぺ4lL、P傘RJ4，弄m土J7n1ロ1 r;;lζEζ I 

N. S. (沼屋町) 貸家業
《向涜》

Y. Z . (矢倉門) 妥E11 42(20万)

1 . U. (上辻堂町) 校ム五… 百1 大正12年7月25日死亡

→�.Z.(瓦町表門迫)
《訪日流》

F. K. (今n� afI ) 人形釘 町総代
Y. J. (下部屋町) ，H?、�-:-ーでH リ- 26 

《浜流》

11 . S. (大浜2了巨) 毛筆 29 ( [万)
S. K. (大浜1丁目) 注気付;�泊 r，"J、 1、5目

《雲ミ港流》

Y.J.(石城町2T ê ) ;� tt [ 76 ( [万) 町J総代
大正13年2月2日送設

→1\. K. (千五宮�SìT1T5) 木村荷受問屋雪i材業 21 町33代
S. E' . (石成町!丁目) 七一i ら山え 一戸i

j主:万単位の数字はT福岡原壱m回以上安説家資産名鑑・』の記絞。

資料 r街田衿社寄付時J (1921) ?白白神社上下進座概要J (1921) T信l司mm�長J

( [920 r福岡市高工人名設Jl (IS26)。

155 



台の下で四本の闘をしばる数十本の縄) jを切る者がいたため追山

開始まで厳しく監視することが常であったという。

こうした競争関係のなかで発生した最大の紛争が1 905 (明治38)年

の福神流の事件である。 この事件は追山ならしの「締回入り」の際

に二番山の福神流(上店屋町当番)が太鼓の音と雷鳴を間違えて時間

よりも早ぐ出売したことから、 他の流と大日宣障となり山を壊してし

まって翌日の追山も放棄したことに始まる。 結局、 これが原因とな

って福神流はこれ以後、 山を建設せず、 町内に飾り人形などをつく

るようになった。 1913 (大正2)年に福神流は山を建設しない代わり

に能当番を引き受げることで他の流と和解したが、 古小路町と中小

路町だげが能当番の受げ取りを拒否し 、 和解したのは193 0 (昭和5) 

年になってからであった 。

また経済面からみた場合、 流間では大きな相違があり、 これが山

笠への態度に彰饗していると考えられる。 例えば締田神祉の抵張の

ための寄付金額68)を流ごとに集計すると 、 大黒流1 873円 、 土居町

流1245円、 西町流1083円、 恵比須流910円、 呉服町流856円 、 東町流

7 5 6円 、 福神流 442円 で あ り 、 大 き な 差 が あ る。 第 2 節 でも明らかに

したように、 博多の中心部であった大黒流は町数が多く、 豊かな町

も多いため 、 山笠に対しでも積極的であった。 例えば 、 福神流の事

件の後、 19 0 8 (明治41 )年に福神流の代りに山を建設したり 、 19 1 0 (明

治43)年に電線が張られた際に警察との交渉で最も山昇きを強く主

張したこと、 1 920年に不景気と戸数不足のため廿家町(呉服町流)が

据山と決め 、 一度は博多全体が据山となったが、 大黒流が積極的に

山昇きの実施を呼びかげ四本の山笠が界かれたこと69)などが挙げ

られる。 このように流問は常に均衡であるわげでなく 、 斜向した関

係になっている 。

後者の場合に、 山昇きのために一流内で成人男子が 1 0 0 0 ---- 1 5 00 

人程度必要とされるほか 、 呉服町流などでは「すねじろ」ばかりで

昇き手がいなかったと言われているように 、 流内部では界き手の絶

対数が不足するため、 流以外の人々に広く加勢力f依頼されてきた。

参考までに1929 (昭和4 )年の各流の25歳以上の男性の数70)を挙げて

おくと、 大黒流128 9人 、 東町流 6 7 7 人 、 土 居 町流6 7 6人、 恵比須流

650人、 西町流603人、 呉服町流485人 、 福神流 200人であり 、 大黒

流は人数でも恵まれた粂件にある 。

加勢〈第十4表)は絞っかの形態に区分でき、 加勢の仕方も異な っ

ている 。 このうち博多内の加勢町は、 加勢する先がほぼ固定化して

いたほか、 役員を割当てられるなどしていたが、 必ずしも祭の運営

に深く関係していたわげではなかった。 特に 「山」を自分の町内ヘ

昇き入れられなかったり 、 名誉であった「台上がり」が許されない
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第Li - 4-表 山笠におげる加勢のゑ{本仔q

博多内

-入.L 品Z耳 侃、-.L.
流内の包沼会社
の「こ つかな人J

京町r �元 大;浜2，3，4了白

中dff . 千 代 町片l そ1工 否の言 白、 i包人千
ロ測 定段、 主主j京、 宝釆
采一水・ 茶一 屋 虫、 !話回、 臼井

下自弁 ， .門J ・ ーτlー、

西町流

問普賢問室町今削m「l 
!王吉 臼弁:

で'工:」立J Ul，汗ー』 、

比志、 キh百，... ./らちー・ 土� ;__ Jき玉虫 Iノ �'øJ 

呉服町流 子喜子市d� 民子町 l吉塚 52粕 箱崎522芝町 A55 
5示「羽田了

'1b11、 ムltし dうEti fJぷJiL 大浜i了呂 石1町 千代町 新有�町 出来日汀馬場新町 辻堂町
小金町 矢倉門

土居間.流 電話局の工事人夫 平F日舟r rüc1 
今ti� RfJ 

ーーー一一ー一ーー一ーー」一一← 一ー

注)詳しい時刻は不祥。 資料 r f等多山笠記録J及び問き取り。
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な ど幾つかの制約があ?、そうしたことが原因となって 何度か紛争が発生した7 1 
) 。 例 え は 、 1 8 9 2 年 ( 明 治 2 5 ) に 東町流に加 勢 してい 芥訪 ; 2 ? ? ? ; 「山」を 自 分 の町に 強 引 に 昇 き 入 れたことか ら お

72)o この対立の背景には大浜町が東町流を実際に動かして い たのに、 「台上がり」などができなかったことがある; ; ; れている 。 東町流の山は他の五流が借り受げてこの年の山昇こなったが 、 翌年は山昇きをおこなうことができなかった 。経 済 面 で 相 対 的 に 豊 か であった大 浜 町 は 自 分 の 「山」を 建 設 す る たげのカが十分にあっ ? ? 考えられ 、 この時には七流以外の新しい山の建設 ? 承認するかと つかが論議されたが、 「伝統」の慣習に反する と い つこと で 結 局 は 認 めら れ な かった 。ベ のように 自 分 の 「山」 を 建 設 で き な い 博 多の 居 住 者 がいた わ げ?か、この人ぎは七流の人々に比較して山笠に対して醒めて い たよつに思われる73
)。 もちろん個人差があり山笠に熱心な人も多いが、ある加勢町の古老は 「山笠についてはよく知らない 」 と話され 、 別の町の 古 老も「一番 忠 い出に残っているのは山笠よりも町内の神社? 夏祭 た 。 」 と 言 ゃ れている。 また大正時代に幾つかの加勢町では・日頃格下にみられていた欲求不 満を晴らすために子供山笠7 4 )を建てて町内を昇いた」 こともあったというn

千 博多内部に住んで い ながらそのアイデンらィ テ イを獲 得する最も大切な機会である山笠の 当 番町になれないことは 、 博 多の人間lごと〔てその最も大切な場で疎外を経験することを意味しており 、 カ日勢んの人々の山笠に対する態度は 、 時には熱烈な希求 時γは全くの無関 心 ? いう両義的な性格を強く帯びることになる ; 』

ま た こ ? 他 �: 博 多 内 部から は 奉 公 人 な どが加 勢 人として 参加 しており 、 こ つした人々へ依存することで 「山」 は動くことになる。

( d ) 博多 部とそ れ 以外の 関係

上述した博多内部からの加勢だげ で は昇き手が十分でないため
広く周辺の地区から人々が加勢として集められた75)。 こうした 同1多外からの加勢に関しては 、 ほぼ加勢町的役割をもっていた千代 ・中州地区の場合とそれ以外の農村部などからの加勢と区別する必要がある 。

千代 町 の 場 合 、 大 正 末 か ら 恵 比 須 流 を 中 心 に加 勢 していた が 、 自
分 ? ちの町に 「山」 を界 き入オしようとして、 紛 争にな ったことが 点
った ロ また加勢した当初は不慣れなため山昇きの陪ド 「山」 の棒 さ
折ってしまったこともあ り 、 対立が強まった場合 もギったとい弓ー

これに対して 、 近郊の農村と 漁村が大半を占めた 加勢は、 当 さ ん
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が1 --- 2年前から必要とする人数を親村に依頼し、 親村が校村などか
らも人を雇うことによって集められており、 博多諸町と周辺地区の
関係は 「互恵的」 であるといえる76 )。 追山ならしと追山の両日あ
るいは後者だげに加勢するが、 終了後はすぐに帰村していたという。
御礼は食事でもてなし、 帰る時に酒などを持たせることが一般的で\
ほかに山の飾りなども渡した 。 こうした外部からの加勢に対しては
「山」 の前ではなく 「見送り」側一後押しの役ーしか認められてい

ないなど77\ 参加に際して加勢も含めた博多居住者と役割分担を
明確化するために制限が設げられていた 。 但し加勢と町民また加勢
同士の喧嘩も茶飯事で山昇きが途中で放棄されてしまったこともあ

るといい、 実際にはこうした規則が厳守されていたかどうかはその
時々の状況によると考えられる 。 また当番町が加勢を依頼する集落
との日常的な結びつきでは、 血縁関係、 商売の関係(例えば野菜や
魚の売買)、 下肥での農家との関係7 0 }などが例として挙げられる 。
日常的な結びつきに依りながらも 、 両集団の相違が特に際立たせら
れるのが山笠の場であったといえる 。

以上のような様々の加勢の存在から 、 祭の運営の中心とな ってい
た人々と実際に昇いていた人々との間に相違が生じていた流がある
ことが窺われるが、 全く分躍していたのではなく 、 あくまでも依存
関係にあったといえる 。

第4節 考 察

上述してきた博多地区の居住者の 「共向性」 に関して 、 日常生活
と祭礼にみられる 「共向性」 の構成およびその変容について考察す
る 。

( 1 ) 日常生活と祭礼での 「共向性」 の構成
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ー
流も町と 同 様に生 活 基盤となる 。 例えば 、 山笠での付き合いが 商

売 を 円 滑 に す ることや 子 供 同 士 が 遊 ぶ 時 、 同じ 流 の 者 同 士 で しか 冶

ば ない 場 合 と同じ 流 の 者 とは 遊 ば な い 場 合があり 、 前 者 が同じ 流 子
あれば喧嘩になっても解決が付きやすいという理由であり、 後者も

日宣 日華になっても流が 異 なればあとに残らないという理由であった 円

また1 92 0 年 の九鉄の電燈値上げに対する反対運動に際して 、 市 長 ふ
市会とは別に住民側として町総代会と各流から選ばれた委員が交渉

し 、 町総代償�の意向に沿った値引額で解決されていること 79 )や選

挙時に流有志が推薦団体になっている場合80)なども挙げられる 。

「
こうした相互関係のなかで人々は各々の位置と役割を再認するが、

山 宣 が博多のすべて」 ともいわれるように、 この相互認識は山笠

での諸関係に最も顕著に現出すると考えられる 。 山 笠では自集団と

他集団を境界づける様々な差異化が生じているが、 それは基本的に

階層的な二元住が創りだされること8 1 )にあり 、 特に以下の二つの

階層的関係、が指摘できる 。

第一に男性と女性の関係である 。 女性は祭の期間中は山小屋に

入ることが禁止されるが、 逆に男性が家を空げるため家業なと'を取

り仕切らねばならなくなる 。 こうした男性と女性の役割分担の明確

化によってはじめて山笠は維持されると同時に 、 特に男性にとって

白集 団 への帰属意識が獲得されることになる 。

第二に地縁的諸関 係 で ある。 町 内部で 役員 に なれるかどうか 台

上がりできるかどうか 、 どこで何番棒を昇くかなどの諸規則によ L

て山笠では町の 潜 在 的なヒエラルヒ ー が そ のつど 顕 在 化さ れ 確認 さ

れており 、 これは町問 、 流間でも同ーである 。 よって山笠は内部に

お いて ヒエラルヒ ー を 顕 在 化さ せ る 装置 に な っ て いると い え る 口

但 し 集 団 関 の 関 係 で 重要 な こと は 各 集 団が、 二 つ の 相 対 的関 係 

コンテクスト内関係( 例 、 流内関係)とコンテクスト間関係(例、 流

間関 係) ー に 規 定されての み 、 そ れ として 現 出 す る 点 で あ る 。 関 係
内 と 関 係 問 の 規 則 は 異 な る 次 元 に 属 して お り、 あ る コ ン テクス ト で

対 立 的 関 係 が 生 じた 場 合 、 そ の 下位の対立的 関 係 は 表面的 には 解消

さ れて 、 下位 菜 団 は 単 一 の 集 団 を 形成 するが 、 反 対 に 対 立 が 生 じ る

こともあ る。 詩集団 の 関係 は 矛応 的 / 相 補 的であ り 、 「同一性」が

常に保持されることはない 。

以上から博多の話集団は 、 階梯的な相互作用関係にあると考えら

れる(第十己図)。 上述のようにこの構造は堅固で閉じたものではな

く 、 関係内と関係間の相互反照的にねじれた関係に規定されている。

次 に加勢の 5奇 形態、 と そ の 意 味 の 相違 が 問 題 に な る 。 ま ず 加 勢 のな

かでその立場が両義的であるのは中州と千代町の両地区である。 つ

まり中測は大黒、流、 千代町は恵比須流ヘ加勢することが多か ったこ

と 、 流との間で対立が発生したこともあること 、 戦後独立して新し
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い流を結成していることから、 両町は山笠に深ぐ係わっているが

位置的には 「博多」の外側になるからである 。 基本的には七流が

「博多」の《内部》として位置づげられ、 次に博多の加勢町が(内

部〉を占めることになるが、 さらに千代町 ・ 中洲も 「博多」 の 「内

部」に含まれると考えられ、 それぞれの地区で博多の内部という相

互認識が自他ともに異なっている 。 これに対して周辺農村を中心と

した加勢は親戚関係を除げば、 どちらかと言うと一時的 e 契約的関

係、である点、で佐賀が異なる 。

加勢は、 博多の《内部》の人々にとって祭の運営のための絶対的

必要と博多の祭であるという絶対的排除という矛盾8引を生じさせ

る両価佐を帯びた力として現われると考えられる 。 《内部》は他集

団との間を自ら差異化できるのに対して 、 加勢はあくまでも《内部》

に対して他律的な立場にあるが、 現実の局面でこの関係が逆転する

場合が生じる 。 加勢は《内部》を否定する力として現われるが、 こ

の非対称的関係から逆に抑圧を含んだ形で《内部》の同一性(内部

化)と加勢に対する排他性(外部化)という表裏一体の表象が発生す

る 。 調和的でない点が重要であるが、 山笠は内部と外部という表象

を作り出し、 別の可能性を閉ざす装置になっているといえる 。 外部

との関係によって反照的に生じる 「博多」 という意識は、 逆に能動

的に認識され、 自立したものとして自明化され、 個々人を内部へと

巻き込むことになる 。

様々な次元で形成される内部と外部の関係、 は、 現実に不均衡では

あるがかろうじてひとつに保たれる《内部》間の誇関係と、 階層的

・ 非対称的な役割分担関係、 である流と加勢の関係とに大別でき 、 博

多とそれにかかわる詩集団が位置づげられる 。 後者の場合にその関

係、を変える衝動から紛争が生じるが、 それは制度自体の変換になる

ため、 七流からみると認められない要求となる 。 この関係は内部へ

と閉じる力とそれを開く力のせめぎ合いの結果として形成され変化

する83)が、 ある内部を解体する力は 、 同時にその内部を編成しな

おし、 複数の内部を統合して別の内部を形成する点で二重に両義的

である 。

また祭礼では 「観る一絞られる」という関係、よりも 、 日常生活で

は潜在的になっている身体的次元での共感 ・ 排除が重要な要素にな

り、 それは空間的な共在を前提条件としている 。 日常生活では薄れ

ている合ーの感覚が身体的なふるまいを通して回復されるが放に 、

山笠は人々にとって一層 、 深い意味を持っと考えられるが 、 同時に

この同一位の場は様々な差異を再生産する場でもある 。 個々人のレ

ベルでは人々は祭礼の盛り上がりを体験し、 各々の役割を担うこと

によってある満足感を獲得するが、 その結果として上で指摘してき

た詩集団の不均衡な社会的関係を再生産することになる 。 不均衡な
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( 2) r共向性」の変容

関係であるとわかっていながらも、 ある 「共同性」 に属していると
; ; ? ? 日 日 記 J ? 覚が人々を自ら進んでこの関係へと参加
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「こ う した 見 解 ー 「 真実」 である か 否 か は別 として ー が 新 聞 とい うメ ディ ア」の 場 で 公 表され 、 広 ぐ 読 ま れ る ことは 、 山 笠 の 集 会 が従来までは限られた人々によ ってface-to-faceな関係で行なわれてT f i 戸 を 大 きく 変 え て しまうことに な ったと い え る の で は なかろー か - J'o 例えば、 山崎の意見は 「・・・宮総代の主力たるべき宮総代委員中の委員長 た る山崎譲四郎氏は公 々然非建設意見を新湖町こ発
表したるより当番町委員の意気俄に挫折し ・・・」 といった結果を生み
出しており 、 山 笠を成立させてきた個別での話合いを一挙に無化して し まう 「 メ アイア」の 影 響 力 の 大 き さが 表 われ て いる 。 この 「

メディア共同体」とでも呼ふ'べき社会的つながりの力が戸大することは、 一方で情報の均質化をもたらすという 側面をもちネ がらも同時
に恰誌の一部ヘ ? 集中という相反する動きも生み 出すことになり 、人 々 にとってメアイアを 巧 く利 用 することが問題となってくる ーまた博多の代表的な商人の ひとりであった渡辺与八郎は電ぷ が邪
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魔であるならば西公園で山昇をおこなえばよいといっているが、 戸

れは山笠を博多の 「場所性」と切り離して考えることを意味してよ

り 、 「文明」 や「時代の進歩」ということから山笠が一部の人々に

とって 「浪費」 、 「野蛮」として意識されるようになったこともこ

れと関連している 。

さて一連の出来事は内部と外部の差異一例えば博多の内と外一忘

無化し 、 均質性へと還元する 「近代性」の出現を視覚に訴える形二

象徴するものであると同時に 、 これを通じて視覚の優位が次第に確

立されることになったといえる87\ 反対に、 この過程は締田神位

を中心とした 「場所」のヒエラルヒ ーと反復される行事に基づく一

年間の循環性/円環性とによって枠付げられていた博多部の日常生

活の時間一空間のリズムが次第に弱体化していく過程でもあった A

このよ2な循環的時間がエネルギーを蓄積するのではなく分散す与

という?で静態的であるのに対して、 直線的/累積的時間は動態的

であり88)、 博多部においては土居町にあった磁野鉄工所が機工の

交代を告げるためにならしていたチャイムがそれを部分的に表現し

ていたが、 こうした 「規律化された時間」 は学校での授業活動や諸

行事を返して最も強く意識化されることになる 。

さらにいうならば博多部の都市機能が福岡地区に取って代られた

理由のひとつには、 福岡地区の時間一空間のリズムの相対的な無限

疋性が挙げられるのではないだろうか 。

但しもちろんこうした変容は一点で切れるものではなく 、 次第に

手 会の諸階層にズレを持ちながら浸透していくものであることはい

つまでもない 。 明治中頃、 福岡市に電燈会社ができない理由として、

利益問題以外に電線が山笠の運行の妨げになるので山笠と電燈は両

立できないという意見が挙げられるほど人々の生活は山笠を中心に

して構築されていた89
)。 もちろん時代が経るにしたがってそうし

た意識が湾れてきたことは確かであり、 例えば上述したような山息

き参加を強制するような規則の設定は 、 人々が自主的には集まら与

いことを示しているが 、 若手を中心にして山昇きが熱心に主張され

実際に存 続 されてきたのであり、 また19 1 0 (明治43)年の山笠廃止議

論の数年後には、 「一部の新しいもの好きの言い種だ」と皮肉る人

てがいたこ ー から考えると 、 こうした意識が諸階層全体に一度に浸

透していったわげではない 。

また191 1 (明治44)年1 2月に福博路面電車が御供M小学校の小学生

を際殺した事件が発生しているが 、 福博電車の対応の稚拙さが大き

な議論を呼び、 博多のJ 5ケ町の町総代が電車監視員の派遣など手合

んだ会社に対する要望書を市に提出するという事態になった 。 とれ

以前から 「山笠が野蛮なら人や動物をはねる電車のほうがもっと野

蛮だ」という声も聞かれており 、 「近代的なもの」への「不安」と
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不満の爆発が、 今までとは異なる日常生活の速度/リズムを象徴す

るものとしての「路面電車」に向げられたのではないだろうか90)。

また電車線路の増設に関して、 関係する横町筋の町民から交通の使

はよ く なるが商売に悪影響を及ぼすこと、 拡幅により街区形態が変

化してしまうことを理由として反対の陳情書が市会に提出されてい

ること9 1 )なども、 同ーの文脈で理解できるように考えられる 。 そ

れに加えて電車の関連により生活の糧を失いつつあった人力車夫な

どが外の資本に対して不満を抱いていたこともこうした動きに関連

していたと想像される 。

ところでこの新たに現出した秩序への包摂過程が端的に表われて

いるのは、 1 9 2 0年代末から消費面に生じる変容である 。

公52市場の設置、 品揃えの豊富なデパー トや「寿通」 に代表され

る照明 ・ 装飾などを完備した街区の出現92)は、 既存の商店に商店

会 組織 の 結 成 を 促 し 、 不 況とも 重 な って 商 店 間 / 地 区 間 の 競争 を 激

化させることになった 。 例えば博多の掛町 ・ J f{ j端地区の小売業者に

よる店連盟の結成準備会で、 座売市jを廃して陳列販売をおこなうこ

と、 カフェ ーや喫茶店を設置すること、 景品売出しを共同でおこな

うこと 、 平面的デパートの形成による既設デパートへの対抗 、 とい

った意見が出されており93)、 商業機能の天神地区への移動94)に対

抗しようとしていた 。 またこれと平行して宣伝 ・ 広告が商業に果た

す役割の重要性が認識されていたことも注目される 。 広告という情

報を介してモノヘ接近するという消費行動が一般化して く るのであ

る95) 。

いずれにしてもこれらの新しい空間組織は 、 同業組合などの前資

本制的制度と対立するとともに 、 行商や注文とい った関係 で は明瞭

には生じなかった受動的だが積伝的な消費への欲求を利用者に形成

することになる 。 高次商品の階居住の可視化と低次商品の部分的な

平準化というこ極分化として現れるこの変容は 、 同質性への内包化

を 押 し 進 め る が、 同質性 を 前提 と した多 様 な 差異 はあ く ま でも 相 対

的なものに過ぎないため 、 新たな差異化への競争が絶えず反復され

る 。 ただ従来の慣習の外での接触が体験されるのはこの同質性にお

いて で ある 。 こうした状況に対して 、 広告塔と店飾 、 近代ビルとパ

スといった新しい音と色の洪水が「神経表弱」をもたらすという一

種の「文明批判J も現れるようになる98)。

一方、 人口流入やインフレによる「生活問題」 の深刻化は 、 従来

以上 に 中間庖 の生 活難 を 惹起 し 、 全体 的な 諸矛盾 を 苔積 し従 来 ま で

の生活諸条件を無力化するため 、 新しい諸装置の必要性が生じるこ

とにな った 。 こうした物的基盤の変化に対して 、 前述した市政刷新

会に代表される中間層を抜とした市民の一部からの公共事業への積

怪 的な要 求 が 現 出することが 注 目される 。 上 水 道問題 は市 会 で の 党
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派間の争点として、 市長の辞任など大正期の市政混乱を招き、 行政

側の実務能力の不備も相侯って徒に完成が遅れた 。 第i次大戦の景

気上昇により特に1918年(大正7 )から財政が膨張しているが、 歳入

(第十よ表〉をみると50%以上を市税に依存しているほか財源に乏し

く 、 財源調査会(1917)や市政調査委員会(1 9 22) 9 7 )の設置も有効な
解決を見出すに至らなかった 。 歳出(第4-1図〉をみると、 臨時部で

水道費と道路 、 港湾整備98)などの土木費が1 9 1 9年以降若干増加し

ている以外は 、 経常部でも役所費、 教育費と衛生費が高く 、 重工業

化の 基 盤 となる都市空 間整 備 に 必要 な公共 投資は進展 しなか っ た 口

財産区 や 寄 付 、 廉売市 場 といった 名 望家層 を中 心にした 相 互 扶 均

・ 救他から専門家を擁 した 行政による 諸 制 度 への 転換 99 γ ・は 、 生

活困弱者の地域的集中及び従来の町ないし町集合体を単位とした秩

空 維持の限界の 露 呈と脆弱化による公的扶助への居住者の 期待 ・ 要

請とともに 、 資本市j祉会の再生産を強化する新しい秩序の創 出 へ向

げたシステムの作動を意味すると考えられる 。 公的施設への依存に

よって生活水準の向上、 安定と新しい諸活動が可能になるが、 他方

で 、 美観 ・ 衛 生等を理 由 とした 惇多川露店 の強 制 的な 取 り 壊 し 1 0 0) 

に典型的な都市空間の管理強化という側面が前面に押し出されてく

。 また生活困窮者に焦点を当てた授産事業や保育園などの恒常的

な 諸 制 度 は、 そ の 数量的把握 を 可 能 にし、 外 観は不 統 ー であるにも

かかわらず、 「生活 改善 」 という意味づげ によって教育的 ・ 道徳的

要 素 が強調 され 、 個 人 に 対 して新 たな社 会 規 範 を 意識 化さ せる こと

で、 労 働 力 再 生 産 の 強 化や 、 女性 の 労 働 力 とし て の 利 用を 一 層推進

する 。

.
ここで生活過程を通じての一部住民の権利意識の自覚化と行政の

介入という二重の動きが契機となって、 「公共性」 という普遍的な

コ ー ドが 析 出 され る と 考えられる 。 個 人は従 釆 の 規 範 に加えて 、 問

題を対象化するコ ー ドである公共性を内面化することで二重に主体

となる D そ して 公 共 性を 中 心的 に 担 う 「 代 表 」 の 機能 が 肯定的 に 評

価され 、 議会や行政の正当性が強化される 。 ある問題は地域的文脈

から 分 離 しえないが、 公 共 性は 全 て の地 域 を 共 通 の コ ー ドによって

対 象 化し 、 問 題 と な る対 象 の 箆 時を拡 張すること で 、 こ の文脈 を消

して排除さえ同質化してしまう。 公共事業の展開は空間的差異を形

成し、 居住者間に不平等性を死生させ競争原理を卓越させる 公 共

性は平等を表面上は志向 するが、 集団聞の不均衡を正当化す ると同
時に個々人に自発的にそれが当然であるかのように納得させる機能

を果たすことになる 。 ただ個人/集団は生活上で他律的関係への依

存を深め るが 、 他 集 団 と 多様な技術 に 接触せざ るをえないため 、 資

本市jへの包摂と 「大衆化」から生じる負の側面を併せもちながらも、

場 合 によっては 個 人の 「 一 般的活動 」 の 前提条 件 となる 。
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第-4 - 5.表 子喜岡市の歳入決算額とその構成比

i二、
Eコ

大正5年 I �05�Z7 

3年1 53754ï 

7年i 637531 

スf竺 I i口�c;;つ7...， -，-い、， ‘、， v � I 

9$ 11512053 

10.Ë 11935505 

1i年122.1í553

九年12591925

i3年1275�552

U年12S5ò03ï

市況 使用料/手数料
�ー '‘

雨期1三 財産売却 そのi包

J08779(í5.2) 25795 (5.4) 22335(5.5) 16353 (�.O) 32155 (8.0) 

327937(51.0) 27153 (5.1) 25564(4.8) Ô727S(12.5) S9ô1ï(15.7) 

390210(51.2) 32037 (5.0) 40631(6.4) �552 (0.1) 170131(26.7) 

5�5û55(53.5) 35966 (3.6) 55911(5.5)13�522(13.2) 24ô573(2�.2) 

835352(53.5) 73731 (C9) 71990(4.8) 1738 ( ー ) 479242(31.5) 

G4�073(48.S) 79676 (4.1) 96135(5.0) 88014 (4.5) 727ô 07(37.ô) 

1354988(60.2) 9903ï (4.4) 97623(4.3) 19195 (0.1) 579197(25.8) 

1325240(51.1)115153 (4.5)145380(5.6)158930 (5.5) 8 3 6222(32 . 3) 

1445330(52.5)340387(12.4)228182(8.3) 55S2 ( ー ) 7J50ï1(26.ì) 

1450339(54.4)101934 (3.8)135532(5.1) 2058 ( - ) 976224(35.5) 

注:円以下切捨て。 大正5:苧5000円、 同9年50000円、 同10年259000円、 1 �字133000円の

$í賞金がその(2にさまれている。 資料 • r沼岡市市政花行50年史J (1933)143-149頁ょ

っ�計。
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こうした動きは山笠をめぐる行政と民衆の関係の変化においても
顕著にみられる 。 山笠が明治に入り県の命令によって中止させられ

ていること、 さらに 1 898 (明治3 1 )年に県知事や市議会から、 課で練
り歩くことが野蛮であること、 水や酒を飲むことが非衛生であるこ
と、 電線を切るので危険であることを理由として山笠の中止命令が
出されたのに対して人々が櫛田神社に集り抗議したこと1 0 1 )をはじ

めとして、 山笠を支える集団と行政は対立する側面が強かった1 0 :2)。
衛生や交通問題などに加えて強い帰属性と排他性を有する酒を飲ん
だ半探の集団のエネルギー に対する行政側の緊張が表われている一
方、 道路の使用許可の厳格化などは生活の構成要素であった街路が

交通機能の優位へと転換したことを居住者に象徴的に示す機会にな

っている 。 とぐに1 9 1 6 (大正) 5年からその厳しさが増しており、 福
岡警察署は当番町総代取締 1 8名を集めて次のような訓示をおこなっ

た103 )。

r (ー)山笠界廻りのj頃路時間等は従来の慣習に依り規律を厳にし

他の山笠との衝突等を予防し充分取締を為す事、 (二)慣習なき流れ
以外の街路に昇き入るる如き事を為さざる事 、 (三)山笠昇廻りに際、

し人家其他建造物に衝き当て損害を生ぜざる様取締る事(若し過っ
て損害を生じたる時は直に之が修繕覆修を為す等相当の括質をなす

べき事 、 (四〉喧嘩口論をなさざる事、 (五〉平素の不平日遺恨等ある為
め故らに山笠に託して私債を洩すが如きは最も愚劣なるを以て厳重

に部下を戒め取締を為すべき事、 (六)山笠の行動を指揮監督の任に
当るものは必ず責任ある者を以て之に任じ渡りに他人に依頼し若く

は流れ以外の者を傭入る等の事なきを要す、 (七)山笠の界廻り終了
し建設地に据置く迄は役員は取締りを継続し部下の解散後にあらざ

れば帰宅せざる事 、 (八)山笠据置場所は交通を杜絶せざる様街路の
片側に置き其反対の側面を諸往来に供する様なすべき事 、 (九)据置

中の山笠の棒端は夜間提灯其の他標識を附する事 、 (十)山笠界きに
従事する者は凡て相当の服装を為し裸体は絶対に許ささる事 、 (十

一〉流れ以外の人にして山笠を界かんとする時は其人物を待選し暴
行又は酒癖ある者は之を謝絶する事」 。

監督責任や道路使用規則の明示化や身体に関する指摘など細部に
及ぶ行政 ・ 答案ぎの指導には、 日常では潜在的な住民の社会的世界と

行政のマクロな空間組織の管理との緊張関係104 )が顕在化していた

といえよう。

しかしながらこの緊張関係は山笠が単に否定される方向から 、 表
面的には行政と住民との互恵、的な関係へと変化する 。 例えは 、 1 935 

〈昭和 1 0)年に翌年の博覧会のために山を市役所ヘ昇き入れたことや
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193 7 (昭和1 2 )年に竹若啓次郎他七名の博多部選出議員の提案で市と商工会議所による山笠への助成が始められたこと 105 )はこうした変化を 表 ? す出 来 事 であった 。 この助成の 背 景 には町の経 済 力 の 低 下があるか 、 1 93 1 (昭和6 ) 年 には経 済 的 負担 の 軽 減 を 意識 して 昇山 と飾山の当番町を区別したらどうかという 議 論が生じている 。 こ の かかで 「 博 多の町 家 は 今 では 銀 行会 妊 の 建 物 櫛 比 し 文 化の 進 むと 共 ;日の 博 多 ツ 児 は 他 に 転 じ 、 山昇き速 を他より 雇 ふに 郡部 か ら の 加勢共其他経 費 の点から見ても昇山を行ふに少なくとも 三 千 円 多きは五千 円 位 を 要す る ・・・ ・・・ J 1 0 6 ) と 指摘 さ れ ているよ う に 、 博 多 部 の 都市 化の 進展 が 定 住 人口 の 減 少を 招 いていた 。 職 住 の近 援 を 前提 として成立していた町の関係が崩れはじめていたのである 。 またこうした 補助金が認めら れ た こ とは 、 町 の 経 済 力 の 低下と同時 に 有用性; 合 理性を重視する 「近代性」 とは相容れない活動であった山笠が; 観光 戸 」 の 一 端 として 正 の 意 味 を 付 与 さ れ たと も い え るので はによかろっか1 0 7 ) 

居住者はこうした助成を「伝統」を存続するための行政等の当然の 義 務 として 考 え 、 自 ら の 正 統 性を 保 持 しつつ 利 用 し ている が 、 自らの祭りにとどまらなくなる点である種の拘束も受入れざ・ るを得なくなる o こ こ に お い て 行 政 側 に とって も 、 山笠はもはや 「 秩 序 」 を破壊するものではなく 、 まさにそれを給持するものとして 「歴史的」にその 意 味 を 創出 される こ とにな る 。
以上のように様々な局間で従来の諾関係の脆弱化と生活の「全f*化」 という経験に直面 す ることで 、 過 去の 「共向性Jへの想像的;

itiff;rhkJ T??;;??;??24L77fz 的アイアンテイテイが強調されるのは 、 まさにこの喪失感に対する代償 の 働きといっ てよ か ろ う 。

おわりに

第 2 次 大戦 後 、 守多部 は 大き く 変貌 した 。 空 襲 に よ っ て 中 心 地区が 廃 虚 と な っ た か 、 そ の 復 興 で 山 笠が 果 たした 象 徴 的 な 意 味 は 大きかった 。 そして 干 流以外の新しい流の創設が認められ 、 博 多部以外にも「 山 」が建設されるなど 、 山笠 が広く市民の祭という方向 で位置 付げられる こ とにな った 。 さらに昭和J 0年代後半からの町名町卑変 更によって流り再 編 成 など運営 基盤で変化が生じた ほか、 周辺出
域の都市化の進展や都心化の進行による人口減少 、 商業中心の天神
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地区への移動に伴う博多部の相対的な地位低下など都市空間の変容

によって日常生活も激変した108 )。 日常生活での地縁的関係が希薄

になった現在では 、 山笠は以前の町の居住者が一年に一度集って消

息、を訪ね合う機会に転換している 。 生活集団の多元化と帰属意識の

多様化 ・ 希簿化、 加勢人の正式な参加、 「博多」 というイメ ージの

外部による利用などが、 博多の人々にもった意味に関しては今後の

課題としたい 。
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《 手主 》

1) r共同体」 は具体的実在を 、 「共向性」 は一般的形式 「理念思f I 

を意味する 。 場所と共同体の混同という 問題に注意を払つ だ よ ζ
り だ が 、 「 場所」概念の理論化に つ いては 留保 し た い o Agnew， J.， 

‘T he dev a l u a t i o n o f p l a c e i n soc i a i s c i e n ce，' (J.A g n ew 
and J.S.Duncan， 巴ds . ， T he power of place ， U nνin Hyman，1989)， 
pp.9-29. 

2)L巴y，D.， I The personality of geographical fact，' p r_o f . G e 0 gr. 

29，1977，pp. 8-13. 
3 ) 例えば、 銭見和子 ・ 市井三郎編『思想、の冒険.11 ，筑摩書房， 1 97 4 ， 

428頁。

4 ) 例えば、 ナンシ ー(西谷修訳) w無為の共同体.!J ，朝日出版祉，1984， 
1 83 頁 。

5 )アルチユセール(西;fr :長夫訳) f国家とイデオロギー.!J ，福村出版，

1975，15-9 4頁。
6)Ley，D.，G�_o g r a p h y νithout 皿an:A humanistic critiqu e . 

Research Papers ，School of Geography ，OXFORD，No 2 4J i i i 0 24P 
但 しLeyの マルクス主義批判には同 意できない点も多い。 例 L

ぱ 、 ハーヴエイのパリ研究では行為主体や文化 ・ 政治の問題が空

白編成と関連づげて説得的に論じられており、少なくともこれ以
後のハーヴエイの研究にはレイの批判はあてはまらないよう に
考えられる 。 Harvey，D.，C onsciousness and the Urban Exper i一
三旦♀旦，Johns Hopkins U.P.，1985，293p. 

7 ) 奥田道大 ・ 広田康生編訳『都市の理論のために.!J ，多賀出版 ， 1 983， 
3 1 J頁。

8)Gregory，D.， I People，places and practice: the future of 
human geography，' (King，R.ed.Geographical F山res ， '…G e 0-

graphical Association，1985)，pp.56- 75. 

9 )上野千鶴子「祭りと共同体J ，(井 上 俊 編 『 地 域 文化の 任 会 学 .11 ， 

世界思想社，198 4)， 45-78頁。
1 0 ) 松平誠『祭の文化.D ，有斐閣， 1 983 ， 309頁、 有末賢「都市祭干しの

重層的構造J ，紅会学評論33，1983，37-62頁など 口
11) 和崎春日 「都市の祭礼の社会人類学J ，民族学研究41-1.1976.1-

29頁、 森田三郎「長崎くんち考一都市祭干しの社会的機能に ついて

- J ，季刊人類学11- 1 ， 1 9 80 ， 77-1 1 5頁。
1 2 ) 柳川啓一 『祭と儀礼の宗教学JJ ，筑摩書房，1987，79-1 43頁など 0

1 3 ) 中村宇美氏の詳細な研究がある 。 r博多祇園山笠ー そのダイナ

ミックスとアーパニズムーJ ( r社会人類学の諮問題.n ，第一書房，
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げ8 6 )，1 6 1- 185頁、 「シンポジウム都市の祭り一都市 人類学的考

察ー J ，季刊人類学18-3，1987，3-59頁。

1 4 )阿部和俊「経済的中枢管理機能による日本主要都市の管理領域

の変遷一広域中心都市の成立を含めて ー J ，地理評48 -2 ， 1 9 7 5 ， 1 08-

127頁。

1 5 )福岡市において 共進会 ・ 博覧会がもった意味に関しては鳥巣京

一 「近代都市福岡の形成と博覧会 ・ 共進会J ，Huseum Kyushu 2 5  

19 87，9-15 頁、 同 「 博 覧 会 ・ 共進会からみた近代都市 福岡の形成」

福岡県地域史研究1 1，1 9 93， 2 5 - 6 1頁、 島岡成治「都市の近代化と
ー

(住まう〉こと 一明治時代に於げる福岡の2つの共進会一 l 円

本文理大学紀要19- 1 ， 199 1 ， p p . 16-2 6 頁などを参照 。

ー

また19 1 6 (大正 5)年 陸軍特別 大 演習を契機 と して県や市に対し

て設備拡充が要求されたが、 同時に従来まで 「無視」 されてきた

人々を「監視」へと囲い込むことにもなった 。 w福岡日々新聞』

(以下『福日Jと略記)1 9 1 6年5月1 3 ， 26日など 。

1 6 )主な争議は原田24綿所(大正1 4年)、 東邦電気工作所(同15年)、

博毛�電気(同15年〉などで 、 このほか大正4年に博多湾鉄道(採)に

属する石炭沖仲仕が会社直轄となった結果、 従来よりも賃金が減

少したため同盟罷業をおこなったが失敗した 。 f無産者新聞J 26， 

40，4 3，47，48，5 5号， 1 9 2 6、 f産業労働時報� 1， 5 ， 8 ， 1 1号 ， 1 92 9 ， 

げ 30、 『労働及産業.D 1 9 1 5年9月。 また博多毎日 新 聞 社 事件 に代

表されるのちの水平祉運動につながる運動も活発化しているが、

121名が有罪公判に送られ厳しい取締りにあった 。 w福日� 1 9 1 6 

年6月21，26日など 。

1 7 )福岡市『福岡市史 明治編 ・ 大正編資料集JJ ， 1 9 6 1、 西日本新聞

社『九州、[の顔 ・ 天神Jl ，197 90 

18) W福日� 1 9 1 9年3月14日 。 夏期には町ごとに撒水の実施が市から

義務付げられた 。 r福日� 1 9 1 6年7月3日 。

1 9 )両者は県外 ・ 県内という対抗意識と電力供給権から争ったが 、

1 93 4年に電車部門が合併した 。 w福岡市議会史 大正編.n ， 1 9 7 g， 

70 5-7 3 4頁。

20) �九州日報.D 1 926年5月26日。

2 1) r福岡の洋館街J W福日J 1 9 20年1月30日 。

22) r福岡市の銀行街J r九州日報JJ 1 926年5月26日 。

23)初日の入場者数は47200 人 、 売り上げは53000円でその人気ぶり

が伺われる 。 r福日� 1 925年10月8日 。

24) W九州日報� 1 9 1 6年8月i目 。

25)市内電車の発展により 、 住吉町(入寄留者、 大正2年6 134 人から

同4年702 8 人)や千代町(明治3 9年1801人から大正4年2471人)など

福岡市に隣怨する地区の人口が急増している 。 w九州日報.D 1 9 16 
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年4月24，25，26日。26) r野間の文句村ム『九州日報.a 1 923年2月2日。光対巳(東邦電力九州支社)カ発試し、地主の中村伊三郎、白水憲夫、財部喜八らが協力したといわれる。27
1?;

と
'fJZT1二JL;:;?心とし た高宮同組合が結成

28) r福日.ß 1 927年4月17日。 -29) W九州日報.a 1 924年3月20，22-26日、5月27日、 『福日.11 1926年6月19-25日二なお箱崎町多々良川西岸(九州鉄道(株))、雑鈎隠の
305

E
jillq号;fi

と

! ? i :;?iLι
;;;古;:??されておらず、これ以外にも多くの業者が存

3 1) r福岡県壱葛園以上実業家資産名鑑JJ ，1 921によって補足すると
r f JJ日 ;72立を二tmt !人 、下川 端町16人、M

32)特化係数(町の全商工業営業主体数た占める特定業種数の割合を
;;2fTT7立ff?業開の割合で除したもの)が2 . 0以上

33) r福岡市市民録.11 ，1 924より集計。この資料には住所、紙業が記
;;;7

いるが、町民全員が記載されている可能性は少ないと忠
34 )幕末から明治初年は三上積次「慶応二年一明治四年におげる博

;;詰詰f11752fzzj九円工大一 般基礎教育
35

JJ27
J 1920年8月23日。 r志向引土会福託事業史上巻J ，1 982 

36)宮本文次「博多と福岡J (宮本又次編『九州経済史論集2 J1 ，福岡商工会議所，1956，2-60頁。3 7) W昭和4年4月調 町総代名簿.!l (櫛田神社) 0 .38)佐々木滋寛『博多年中行事.ß ，19350 39)奈良屋町では明治12 .. 3年頃に組織されている。u-九州、!日報J1 9 18年2月11日。40) rr福日.J1 1 9 11年9月30日。4 1) r侍多式の運動会J r福臼.ß 1 909年5月25日 hお両学区には明治11年頃?ら各町内に学校世話人が設資されLJり学校と町内の結ひっきかとくに強かった。42)吉見俊哉「淫動会の思想、 思想845，1994，137-162頁。
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産区備荒貯蓄米金寄附人名録j (櫛田神社)， r福岡市史 大正編』

238- 2 47頁。 議員はi、 2、 3絞各10名で任期は4年である 。 なお財

産区の選挙有権者は1級60、 2 級346、 3級1539人(大正7年)であっ

た 。 r九州日報J 1 9 1 8年6月 20日 。 藩政期については、 武野妻子

「博多の備荒貯蓄J ，福岡大学総合研究所報105，1988，1-13頁を参

照。

44)博多財産医舎議案第六披(明治三十八年十二月四日)

博多財産医窮民救助規程

第一{宗 本 費 ハ 博多財産匡 貯 蓄 金 寄付 シ タ ル者 並ニ其子孫 ニ シ

テ貧困ナル者及区内赤貧者ニシテ他ニ頼、ルヘキモノナキモノ

ヘ救助費ニ支出ス

第二僚 救助ノ金額ハ毎年度貯蓄金利子収入額ノ拾分ノ萱以内

トス其額ハ預算表ヲ以テ之ヲ定ム

第三{宗 本費ハ左ノ各項ニヨリ支給ス

食費 二 菜館料 三 看護人給 四 埋葬費

第四係 給輿ノ制限ハ左/・ 割合トス

食 費

年齢は三年未満ノ者 男/女中白米 試合以内

全三年以上十三年未満ノ者 会 参合以内

全十三年以上ノ者 会 四合以内

三合五勺以内

薬餌料

薬価一日拾銭以内滋養費一日五銭以内

看護人給

看護人給一日誌拾五銭以内

埋葬資

屍参円以内

第五保 救助米ハ三ヶ月括リ月初ニ於テ前月相場ニヨリ石代ヲ

以テ給奥シ薬餌料看護人給埋葬費ハ其都度実費ヲ支給スルモ

ノトス

第六候 救助ヲ受ケントスルモノハ隣保二名以上及借家人ハ家

主ノ保証人ヲ立テ町総代巡答ヲ以テ(疾病ハ腎師ノ診断書添

付)市参事会ニ出願スベシ

第七係 市参事会ハ被救助者ノ状況ニ由リ第三候第四保規定ノ

金額一ヶ年分以内ヲ以テ一時限リ適宜救助スルコトヲ得

窮民救助ノ途ヲ啓ク

博多財産区貯蓄委員 遠藤 甚民主

45)町総代が希望者に購買券を交付するという方法で市と財産区に

より博多部1 2ケ所で外米が安売りされ、 9882円58銭、 700石余が販

売された 。 前掲43)博多財産区会 、 『福日.D 1 9 1 2 年 7 月 5 ， 1 8 ， 2 0日。
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46) r際社櫛田神柱上下遷座概要.IJ ，1927，61-63頁。

47)福岡市木材共同組合『福岡市木材共同組合のあゆみJ ， 19850 

48)大正6年4月の市議会議員選挙に博多団体(非政友系〉から第3級選

挙 に 立候補 し306 票 で 首位当選 している 。 r 九州 日 報 J 1 9 1 7年4月

26， 28日 。 刷新会は水道問題のほか 、 無入札で太田清蔵ヘ売却さ

れた呉服町小学校跡地問題などをめぐって演説会や市民大会を開

催し、 知事や市長、 市会議員への戸別訪問をおこなった 。 博多毎
日新 聞 社 事件( 注 17 )のあった6月17日に、 刷新会も東中測で2千人

余を集めて市民大会を開いており 、 閉会後刷新会幹部を中心に

200---- 500人 余の人々 が 政友系 市会 議員 の 家 に 押しかげ たた め騒捧

事件として、 刷新会の幹部24名が逮捕、 有罪公判ヘ送られたが無

罪にな った 。 この事件を契機に刷新会の活動は下火になった 。
『九州、!日報J 1 9 1 6年4月16日、 5月6-8，24日、 6月21，22，23日、 8月

24日、 12月23日、 『福日J同年5月16-21， 23，24日、 『福岡市議

会史 大正編J ，1979，303-3 15頁。

49) r福岡 市 水 道 局 五十年史 J ，1976、 『福日.n 1 9 1 0年8月20， 2 1日

1 9 2 J年3月31日。

50)大正8年に天福寺(上小山町)の井戸水の導水を計画したが、 阿部

町民の反対により断念している 。 r福日.n 1 9 1 9年1 2月1 J ， 18日

同9年2月26，27日、 3月13 ， 2 1日 。 阿部と浜部とでは水の必要性が

異なっていたと考えられる 。 また簡易水道の取水口の位置をめぐ

って住吉町民とも対立が生じている 。 r福日.n 1 920年9月9 ， 18 日 。

5 1) r糟屋郡志J ，1925，337-339頁、 『九州日報.n 1 9 1 8年 1 0月9目。

52) r福日.IJ 190 6年11月29， 3 0日 、 12月i、 2日。

53) r博多商工会議所五十年史.n ，1940，528-529貰、 『九州日報』

1 920年11月19日など 。

54)弁上符三 『博多風俗史 遊里編.n ，1 969 ，積文館，364頁など 。 ま

た大正5年頃から私娼への取締まりが強化されてい る 。 r九州日

報.n 1 9 1 6年6月28日 。

55) w福日.n 193 5年7月1 J日。 なお1 9 1 0 (明治43) 年 の 共進会 の 時 にも

据山を建設してい る ロ

56)倉所町は明治26年に妙楽寺前町から分離し、 大正14"-' 15年頃に

大 黒 流の 本 町 に なっ た と いわ れ て いる 。

57)岡流と浜流は新町流と呼ばれ 、 以後二つに分れた 。

58)松ばやしでは三福神と児の行列がおこなわれるが、 三福神を恵

比須流、 大黒流、 福神流が受持ち 、 児は東町 、 呉服町 、 西町 、 土

居町の各流が交代で担当した 。 博多松ばやし保存会『博多松ばや

し.n ，19720 

59)以下の記述は 、 活石栄吉『博多祇園山笠史談.n ，1 9 6 1と博多祇園

山笠振興会『博多山笠記録� ，1 9 7 5および聞き取りによる 。 また
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各流によって運営方訟に相違があるので筆者の知り得た範囲での

記述に過ぎない 。

60)土居町流では山笠取締が松ばやしの取締を兼ねると定められて

いる o r博多津土居町流見当番記録J 18890 

61) r九州日報J 1928年7月7目 。

62) 半 当番 といって二 つ の町が合 同 で当 番 になったり 、 一 巡 と ば し

7 当番 に な る 場 合がある 。 こ れは町の 戸 数 が 少 ないた の で 、 西町

流 の 芥 屋 町と 古 渓 町がその 例 で ある 。 r 西町流山笠 棒 調登記録 受

授手続申合規則J大正期。

63)西町流の場合、 大正4年に当番町以外の七町が50圏を支出してい

る 。

64) r福日J 1 9 1 0年6月20日 。

65) r福日Jl 1920年7月3日 。

66) r九州日報.ß 1 9 1 0年7月11，12，13日 。

67) r昭和7年9月25日 氏子総代選挙簿� (櫛田神社)。

68) r櫛田神社第弐拡張寄付金収支計算台帳』明治末， (櫛田神社)よ

り集計 。 櫛田流486円、 岡流923円、 浜流419円、 築港流69円60銭

であった。

69) r福日.ß 1920年7月3， 1 0日 、 『九州、!日報� 1920年6月18，19，30日。

70) r福岡市会議員選挙人名簿抄本J 昭和4年4月より集計。 術回流
ν

514人、 岡流959人、 浜流865人、 築港流635人であった

�

.

-

7 1 )流昇は流内の諸 町を昇く行事だ が、 加勢町 を 廻 る流もあった 内

72) r福陵新報.ß 1892年7月5 '"'- 9目 、 『福日� 1892年7月6，7，9，12日向

73)第2次大戦後の加勢町の正式参加は 「格下」 にみられていた加会

町の人々が逆に自らの 「山」を持つことへ強い願望をもってい足

ことを あ ら わ してい る とい え る 。

74)福岡部や箱崎町でも子 供 山笠が 建設され ている 。 r 福 日j 1 920 

年8月8目 、 9月9日など。

75)郡奉行によって禁止された 良 民の山昇きが相対で原うことで認

められたり(延享四年)、 加勢などに対する雑用銀の増加から 六 当

番町が山昇きを在郷から震わないとしたこと(宝麿六年)等、 溜政

期にも周辺地区からの加勢が積偲的におこなわれていたことが伺

われる 。 rr博多?主要録ß ，1976，西日本文化協会，第二巻，440-441

頁、 1978 ，第三巻，266，268-9頁など 。

76)山笠の閤域につい ては守屋級「都市祭礼と風流ー その歴史的展

望一 J ( r日本民俗文化体系11 都市と田舎J ，小学館，1 9 8 6 ) ， 4 38-

442頁 、 福間裕昭 「山笠絵馬のひろがりJ ，西日本文化258，1990，

25-29頁、 同「博多低園山笠とその周辺J ，民兵マンスリー22-4，

1 9 90， 1 - 1 2頁などを参照 。

77)山崎際四郎『追懐松山道事 完JJ ， 1 908、 36頁。
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78)那珂 、 御笠、 席回 、 粕屋、 早良の周辺農村5郡は組合を作り博名

の各町と契約していたが、 人糞尿料金(農家が町に対して米納〉ゐ

値下げをめぐって明治24・ 25年と大正10年に糞尿紛争が発生した

後者の場合に農家側の都市化に対する危機感が背景にあるが、 紛

争を担った高崎正戸(粕屋郡農会技師)は既に人糞尿処理の市営化

を主張していた。 『福岡市史 明治編.a ，1009-1035頁、 『同 大

正編j ，849-860頁o r福岡県史 近代史料編農民運動(一) � 1 986， 

ト10頁。 r九州、!日報J 1 9 18年12月15日。

79) r福日J 1920年1月24日、 2月1， 24日。

80) ú'福日.R 1 9 1 3年4月24，26 ，27日、 19 1 7年4月26， 28日。

81)前掲11 )や松平誠『都市祝祭の社会学)J ，有斐閣，1990，72-238頁

を参照した。

82)加勢経験をもっ古老(箱崎)は 「山昇前は酒などをついでくれて

親切だが、 終わると早ぐ帰ってくれという感じで態度が変った!

と話されており 、 加 努力f博多の人々に 「恥」として意識されて ふ
るように筆者には思われる。

83)こうした問題を考える際に、 ソシュ ールによる二つの力、 つま

り分立待神 ・ 「縄張り根性」 と 「インター コ ー ス」 の対比が示唆

的であると考える。 ソシユ ール(小林英夫訳) W一般言語学講義J ， 

者波書店，1940，289-297頁。

84) rr福日� 1 9 1 0年6月12，15，17-21，24 ，26日、 7月2 ，3目 。

85) r福日J 1 9 1 0年6月24日。

86) r九州日報.B 1 9 1 0年6月26日。

87)吉見俊哉『都市のドラマトウルギ- J ， �L文堂，1987， 355頁内

88)]f{田による累積的時間と構造的時間の議論が参考になる。 Jrr白

j頓造『無文字社会の歴史J ，岩波書店， 1 976 ， 1 9 7 - 2 1 1頁。

89) r福岡市と電燈会社J ü"福日j 1893年7月23日。

90) r九州日報J 1 9 1 1年12月23日。

9 1) rr'九州日報J1 1 9 1 0年8月4，8日。

92) rr'九州日報J 193 0年5月10日

9 3) rr九州日報.ß 1 9 3 0年5月13日。

9 4) rr九州日報.ß 1 9 3 1年7月6日。

95) W九州日報JJ 1 9 3 1年5月15 ， 1 6日。

96) r殺されるJ r九州日報J 1 928年6月14日。 このほか機械の出現

による失業や郊外住宅による!_[\作人問題が取り上げられていろ 《

97)電煩 電車 市 営調査委員会が 設置され 、 6大都市等の調査をA L
っている。 rr電燈 ・ 電車市営調査書.0 19220 なおこの調査以前に

博多商業会議 所 が電燈電車の市営問題に関して 、 粂 件付き賛 成 の

報告書を出している 。 r九州、!日報JJ 1 9 1 2年4月20日。

98)大正期築港計画で最大の役割を果たしたのが、 杉山茂丸により

178 



1 9 1 6 (大正5 )年8月に 設立され た博 多 湾築港採 式会 社である。 博多

湾東部埋立によって大築港を目差す計画で福博の有力者が役員と

して参加したが、 同10年2月に不 況 の 影響に より 一 時休業した。

『博多湾築港株式会紅増資要覧j ， 1919 、 博 多 湾振興 会 『博多湾

築港史.B ，19720 

99)小路田泰直「両大戦間期の政党と官僚J ，日本史研究282，1986，

102-140頁。

1 00) r福日l 193 1年12月1，5，9，12日 、 f詳説福岡県議会史 昭和編

(一)J ，1957，536-547頁。 議員は取り壊しを批判しているが、 そ

の理由は人道 上 のほかに国家への民衆の不満を高めるというもの

であった。

1 0 1 )九州日報主幹古島和雄が次のよう な 記事を書いたことはよく知

らオしている 。

「 博多祇園 山笠 建設 の出 願 は今 や箸察 と 博多市 民の 間 に 於 げ る

一 個の問題 となって居る。 警察 は 之 を 許 さ ず と日ひ人 民は 之 手

許せと臼ふ。 許せよと日ふ人民の説は数百年来の良債習を保存 す
ると 同 時に ー は博多市 の 繁栄 を 慮 るためだと日ふ 、 警察 の 之 を 拒
む理 由は 衛生 上 街路 取 締 上 より 不 都 合なりと 言ふ に 在り しが 段 々

詮 じ つめ られ て 今は山笠の 祭時 は 蛮 な りと 言 ふ に 帰 した 様 だ。 蛮

風 と日ふ は 其裸体的 に して 其競ひの 激烈 な る 状態を指 したのであ

る 乎 ・・ ・ . . .
0 

・・・ 博多 人民が山笠の為に 流 と 称 す る ー の 団体 を 組織 して 平業公

共的の事業が為に此の団体の関係から創出され円滑に敏速に纏ま

りがついて居ると日ふのは今の所詣る地方自治の精神に適合して

い る 。 ・・・ ・・・ J 

「…日本固有の美術の発達を政府が推奨し 、 古寺保存法と日ふ

立派な法律まで出来た事を見れば山笠の非建設論者も少しは目が

Biめるであろう・・・ ・・・。 J

『九州、!日報.D 1898年7月21 ， 22日 。

ただし古島が主張 す る流組織が他方自治に役立つという論埋

または 「伝統」 の見直しといった論理と当 時の 博多の人 々 が山

笠運営に関しでもっていた論理とが重なっていたとは考えにくい。

1 02 )日 露 戦争時には山昇きを中止して据山だげを建設し 、 残 りの資
ー

用を出征軍人家族に贈るということもあった 。 rr福日J] 1 9 04年7

月1 4日 。 また1 94 4 (昭和1 9 )年には軍部の要請によって映画 『陸軍J

で山昇きを行なっている 。

1 03) W 九州 日報 』 、 『福日.ß 1 9 1 () :年7月7日 。 とくに九州日報の記事

では 、 (八)と(十)が大文字で強調されており 、 街路の取り結まり

が 警察 にとって大 き な問題 で あ ったと 考 え られる 。

104 )社会統合とシ ステム統合によるが、 両者は後者が前者を 「植民
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化」するという 関 係ではなく社会 システムの二様 の見方である 白

G reg o r y，0.， 6p r e s e n c e s a n d a b s e n c e s:t iEe-s p a c e r e l a t ion s

u 

and Structuration theory' (Held ，D and J B Tho [E pson eji:

-

s ocial theary of madern sacietie s，Ca皿bridge U.P.，1989)，pp. 

185-214. 

105 )市から合計1800円の補助が出された(商工会議所からは半額)。

『福岡市市政施行五十年史J ，1939，98-99頁、 『福岡市議会史J ， 

第3巻，1991，1555-6頁。

1 06) r福日J 193 1年5月上 12日。 また博多山笠の改善案として以下

の六項目が提案されている。

( 1 )飾山流 ・ 昇山流は是非一年毎に交代する事 。

( 2 )櫛田神妊よりの補助金を昇山当番町のみにする事白

( 3 )飾山当番町より界山当番町ヘ若干の寄付をする事:

(4
L
ー町二十戸もあり百戸もあり之を飾山 、 界山建設ら時考 慮 す

匂号§ 。

( 5 )飾山流の若者は界山流に加勢する事。

( 6 )田舎よりの加勢を全廃する事。

1 07)福岡市の観光客( ag和9年)は61 091人と急増し 、 同11年には観光

パスの運 平 開始も予定されている。 r福日j 193 5年1月1 2 ， 1 6日 。

108 )山笠でも市の要諸により市長など地元著名人を台上りさせ福岡

部へ昇き入れる 「集団山見せ」が昭和3 7年に始まり 、 また国内の

みならずハワイやオー ストラリアへの遠征もおこなわれているが、

こうした 「観光化」に対しては議論が分かれる。
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